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令和６年度 

予 算 総 会 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   令和 6年 3月 6日（水）  受付午前１０時 開始１０時３０分  

場 所   赤 羽 会 館 小ホール 

北区赤羽南１－１３－１   ℡ ０３－３９０１－８１２１ 

 

 

 

一般社団法人  東京都医薬品配置協会 

東京都台東区下谷１-１３-１０-３０１ 

電 話  ０３（５８３０）７１３１ 

 

 

 

        ※ 当日この資料を必ずご持参下さい。 
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ス ロ ー ガ ン 

◆ 先用後利の精神に則り都民の保健衛生向上に寄与しよう。 

◆ 配置薬によるセルフメディケーションを推進し、地域医療に参

入しよう。 

 

◇ 式 次 第 ◇ 
午前の部 予算総会 午前１０：3０～ 

令和 6年度 予 算 総 会  司会 高見監事 

（１）開会の辞 石倉副会長 

（２）会長の挨拶 室井会長 

（３）議事録署名人選出 司会者 

（４）議長選出 司会者 

（５）議案  

第一号議案 令和 6 年度 事業計画案承認の件 岩瀬副会長 

第二号議案 令和 6 年度 予算案承認の件    岡田会計理事 

第三号議案 その他          岩瀬副会長 

（６）閉会の辞 石倉副会長 

                     

                                      

午後の部 資質向上講習会 １１：４５ 受付  開始１２：００～１7：0０ 

内 容 ◎北川重美先生 元東京都薬用植物園園長 

第 6章 リスク区分等の変更があつた医薬品について 

第 7章 区域の管理に関する事項 

第 8章 配置販売業者に求められる理念 倫理・関連法規  

◎今泉眞知子先生 元東京都病院薬剤師会 副会長 

第 1章 医薬品に共通する特性と基本的知識  

 第 2章 人体の働きと医薬品 
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第一号議案 

令和 6年度事業計画 

(令和 6 年 4 月１日 ～令和 7 年 3 月 31 日 ) 

  

本会は一般社団法人として、本会定款の定めにより次の事業を行う。  

重点事業  ● 会員の倫理、資質向上。登録販売者(法的資格)のための事業。  

● 薬事知識の普及啓発と保健衛生向上のための事業。  

● 薬務行政に対する協力事業。  

● 配置薬業向上改善に関する事業。  

 

1．会員の指導教育に関する事業  

会員の職能水準向上のため、一般社団法人全国配置薬協会所定の生涯教育規準に基づき次の教育、

講習を行う。 

(1) 資質向上薬事講習会 (身分証申請に合わせて 1 月 ～12 月で実施)  4 月 3 日 、6 月 5 日 (決算

総会時)、 3 月 (予算総会時)の 3 回実施。他予備日 1 回。 協会ホームページにて一般の方々にも

告知し、受講可能とする。  

(2) 臨時講習会 副作用情報、その他緊急を要する場合、必要に応じて実施する。  

(3) 東京都委託による講習会 年度内に 1 回 実施。 １１月、都民ホール予定。  

(4) 通信教育 (会員のみ受講可) 

通信教育実施予定 ①申し込み受付 6/20～6/30(予定) ②テキスト発送 7/17～7/27(予定)  

③勉強実施日 テキスト着後～9/10 ④回答用紙返送 9/10～9/20 必着(予定) 

⑤添削 09/21～9/30(予定) ⑥会員へ修了証送付  １0 月末まで(予定) 

(5) 会員の倫理、資質向上の励みとして、優良配置業者表彰、永年勤続者表彰を行う。 また、薬事衛

生及び各事業の推進に貢献した会員には東京都薬事功労賞の推薦を行う。  

 

2. 都民に対する薬事知識の普及啓発と保健衛生に関する事業  

(1) 消費者向け情報開示 既存ホームページの必要箇所更新。 また、医薬品等の安全性情報等も開

示する。  

(2) チラシ、パンフレット等の配布 チラシ、パンフレット等を作成、又は行政 当局からの資料の交付を

受け、関係者に配布。  

 

3. 薬務行政協力事業  

(1) 麻薬、大麻、覚せい剤等撲滅運動、社会福祉事業に対する協力。一般家庭との密着度の高い本業

の特性をいかして、回商時配置員のロコミ、その他チラシ等を配布する。また、東京都主催麻薬撲滅



                                               4 

運動大会への参加、啓発運動ヘの協力。  

(2) 献血協力事業 献血人員の増加のための広報及び献血の推進を計る。  

実施日 ７月 28 日 日曜日（「配置薬の日は８月１日」＊注）とする。実施場所は新宿（予定）とする。 

当日の献血者に「配置薬の日」を周知していただくために、クリアホルダーを配布する。 

 

＊注 「配置薬の日」：令和元年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録。 

富山県富山市に事務局を置き、「おきぐすり」の発展・研究で保健衛生水準の向上をめざす一般社団法

人全国配置薬協会が制定。医薬の普及が十分ではなかった江戸時代から３００年以上にわたりセルフメ

ディケーションの先駆けとして、地域の人々の健康維持・増進を支えてきた配置薬。「先用後利」という有

用性、利便性、経済性に優れた配置薬をさらに多くの人に普及拡大することが目的。 

日付は８と１で「は（８）いち（１）」と読む語呂合わせから。 

 

4．相談事業 

(1) 消費者電話相談 本会事務所 にて一般都民より配置業に対する相談、苦情に随時応じ、消費者と

配置業者の連絡窓口とする。 

 

5．上部団体会議  

(1) 全国配置薬協会会議 配置販売業に関わる情報交換。国の行政指導等、又は業界内外の実情等

についての会議。  

(2) 関東ブロック会議 関東地方における配置販売業者に関わる情報交換。  

 

7. その他の事業 その他 、単発に行われる事業。 
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第二号議案 

収   支   予   算   書 （案） 

令和 6 年４月 1 日から令和 7 年３月３１日まで 

（第４5 期） 

科      目 
予  算  額 

備       考 

6 年度予算 5 年度予算 比較増減 

Ⅰ事業活動収支の部         

１．事業活動収入         

 (1)会費収入 2,224,000 2,700,000 △ 476,000  甲会員 … 42 名×22000 

 乙会員 … 65 名×20000 
   ①会費収入 2,224,000 2,700,000 △ 476,000 

 (2)受諾事業収入 338,000 380,000 △ 42,000   

  ①全配協補助金 50,000 50,000 0   

  ②全配協還付金 78,000 120,000 △ 42,000 資質向上対策費 としての還付金  

  ③東京都委託金 
210,000 210,000 0 全業者・従事者対象薬事講習会 （年 1

回の事業委託）  

 (3)受講料収入 250,000 268,000 △ 18,000 受講料徴収 

会員→甲・乙共 2,000 円×35 名×3 回 

通信教育（会員のみ受講可） 

      甲・乙 共 4,000 円×10 名             

① 資質向上薬事講習会 

受講料 

250,000 268,000 △ 18,000 

 (4)雑収入 250,200 130 250,070   

  ①受取利息 100 30 70   

  ②雑収入 100 100 0   

  ③定期預金取り崩し収入 250,000 
 

250,000   

事業活動収入計   3,062,200 3,348,130 △ 285,930   

２．事業活動支出  
 

   

 2-1.事業費支出合計 1,644,200 1,688,000 △ 43,800   

 (1)指導教育に関する事業 1,352,800 1,422,000 △ 69,200   

  ①講習会費 555,800 620,000 △ 64,200 ★資質向上対策事業（協会）年 4 回 

   講師料 160,000 180,000 △ 20,000 6 月・3 月の総会日と 4 月・8 月(予備日） 

   賃借料 80,000 80,000 0 の計 4 回 実施 

   旅費交通費 60,000 60,000 0   

   通信運搬費 30,000 65,000 △ 35,000   

   印刷製本費 80,000 70,000 10,000 ★資料作成、製本他 

   費用弁償 120,000 140,000 △ 20,000  

   記録費 15,800 15,000 800   

   雑費 10,000 10,000 0   
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  ②東京都委託講習会費 210,000 210,000 0 全業者（従事者含む）に案内 

   講師料 40,000 40,000 0 ★年 1 回実施 

   旅費交通費 15,000 15,000 0   

   通信運搬費 50,000 50,000 0 ★案内状送付等 

   印刷製本費 30,000 30,000 0 ★資料作成、製本他 

   費用弁償 60,000 60,000 0   

   記録費 2,000 2,000 0   

   雑費 13,000 13,000 0   

  ③給料手当 0 0 0   

   給料 0 0 0   

  ④賃借料 570,000 570,000 0   

   賃借料 570,000 570,000 0   

  ⑤表彰費 17,000 22,000 △ 5,000 ★永年勤続者甲乙会員・優良配置業者 

   記念品費 5,000 10,000 △ 5,000 ★表彰記念品代 他 

   旅費交通費 3,000 3,000 0   

   通信運搬費 3,000 3,000 0   

   印刷製本費 3,000 3,000 0 ★薬事功労者関係推薦書類作成諸費 

   費用弁償費 3,000 3,000 0   

   分担金 0 0 0 ★表彰祝賀会分担金として 

 (2)薬事知識普及啓発のための

事業費 

90,000 90,000 0 
  

  ①都民への薬草勉強会費 0 0 0 ★都民へ参加を呼び掛けて、都薬用 

   広告宣伝費 0 0 0 植物園に於いて 8 月に実施 

   旅費交通費 0 0 0   

   通信運搬費 
0 0 0 ★新聞折込み代、各新聞社へ記事掲

載 

   印刷製本費 0 0 0 依頼 

   費用弁償費 0 0 0 ★荷物輸送往復代、記念写真送付代 

   記録費 0 0 0 ★記録用、参加者記念用写真代 

   雑費 0 0 0 ★反省会費他 

  ②都民、消費者への情報開示費 90,000 90,000 0 ★都民消費者への副作用情報、また 

   ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費 90,000 90,000 0 薬事学習への参加等呼びかけを行う 

 (3)薬事衛生事業への協力費 84,400 89,000 △ 4,600   

  ①献血促進活動費 42,400 47,000 △ 4,600 ★8 月に新宿東口献血ルームで実施 

   旅費交通費 5,000 5,000 0   

   通信運搬費 4,400 7,000 △ 2,600   

   費用弁償費 15,000 10,000 5,000 ★促進運動お手伝い者へ 

   記録費 0 0 0   

   雑費 18,000 25,000 △ 7,000 「8.1 配置薬の日」クリアホルダ作成配布 

  ②麻薬撲滅活動協力費 42,000 42,000 0 ★「6･26 国際麻薬乱用撲滅ﾃﾞｰ」参加 

   旅費交通費 12,000 12,000 0 都の麻薬覚せい剤乱用防止運動東京 
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   通信運搬費 0 0 0 大会に参加 

   費用弁償費 30,000 30,000 0   

   印刷製本費 0 0 0   

   記録費 0 0 0   

 (4)相談事業費 1,000 1,000 0   

  ①電話相談費 1,000 1,000 0 ★都民、消費者等と、業者による相談 

   通信運搬費 1,000 1,000 0 ★不回り薬箱引き取り相談 

 (5)支部活動事業費 0 0 0   

  ①支部活動事業費 0 0 0 ★支部総会 

   東部支部 0 0 0   

   西部支部 0 0 0   

   多摩支部 0 0 0   

 (6)情報収集及び刊行物発行費 0 0 0   

  ①機関紙発行費 0 0 0 ★記念誌 

   費用弁償費 0 0 0   

   通信運搬費 0 0 0   

   印刷製本費 0 0 0   

 (7)上部団体会議費 116,000 86,000 30,000   

  ①全配協会議費 25,000 25,000 0 ★会長、副会長、専務参加 

   旅費交通費 0 0 0         （富山・東京・京都等） 

   費用弁償費 10,000 10,000 0   

   会議費 15,000 15,000 0   

  ②関東ブロック会議費 91,000 61,000 30,000 ★会長、副会長、専務、理事参加 

   旅費交通費 30,000 10,000 20,000   

   通信運搬費 1,000 1,000 0   

   費用弁償費 30,000 20,000 10,000   

   会議費 30,000 30,000 0   

 (8)その他の事業 0 0 0   

  ①関東ブロック会議東京大会 0 0 0   

 2-2.管理費支出合計 1,418,000 1,564,000 △ 146,000   

 (1)費用弁償費 
400,000 500,000 △ 100,000 ★事務処理、会計処理、理事会、他団

体会合等 

 (2)給料手当 

0 0 0 ★職員給与（残業手当含む） 

全給料合計内 2/3 は指導教育に関する

事業費に転用 

 (3)厚生費 0 0 0 ★職員中退金掛金・社会保険料他 

 (4)全配協負担金 70,000 75,000 △ 5,000 ★上部団体 

 (5)関東ブロック会負担金 30,000 30,000 0    〃 

 (6)新聞図書費 80,000 85,000 △ 5,000 ★業界紙広告料 他 

 (7)旅費交通費 80,000 100,000 △ 20,000 ★理事会、他団体との会議等 

 (8)通信運搬費 50,000 60,000 △ 10,000 ★会員への通信費 
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 (9)什器備品費 1,000 1,000 0   

 (10)消耗品費 10,000 12,000 △ 2,000   

 (11)修繕費 1,000 1,000 0   

 (12)印刷製本費 30,000 30,000 0 ★総会資料作成他 

 (13)水道光熱費 50,000 60,000 △ 10,000   

 (14)賃借料 

280,000 280,000 0 ★事務所、複合機 他 

全賃借料合計 2/3 は指導教育に関する

事業費に転用 

 (15)手数料 
200,000 200,000 0 ★振込手数料、他県・組合会費徴収手

当、税理士事務所等 

 (16)損害保険料 16,000 0 16,000   

 (17)租税公課 80,000 80,000 0 ★都民税 

 (18)雑費 40,000 50,000 △ 10,000 ★慶弔費他 

事業活動支出計 3,062,200 3,252,000 △ 189,800   

事業活動収支差額 0 96,130 △ 96,130   

Ⅱ財務活動収支の部  
 

   

  １．財務活動収入  
 

   

財務活動収入計 0 0 0   

  ２．財務活動支出  
 

   

財務活動支出計 0 0 0   

財務活動収支差額 0 0 0   

Ⅲ予備費支出  
 

   

１.予備費 0 96,130 △ 96,130   

当期収支差額 0 0 0   

 前期繰越収支差額 0 0 0   

 次期繰越収支差額 0 0 0   
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令和 6年度 納入会費等  

 

項目  金額 納入時期 

1.協会費（身分証１枚毎）    甲 22,000 円  当年度４月末を目処

に納入して下さい。                 乙 20,000 円  

2.全配協賦課金   

体質強化費 甲、乙共 800 円  

政治連盟費 甲、乙共 200 円  

資質向上対策費 甲、乙共 3,000 円 

合計（上記 1.＋2.） 
甲 26,000 円 

乙 24,000 円 

 

※ 全配協賦課金は、他の道府県にて納入している場合は必要ありません。 

この場合は 2.全配協賦課金を除く額、即ち 1.協会費 となります。また、体質強化費、政治連盟費は金額が変わ

りましたが、総額は変わりません。 

※ 公益事業を円滑に遂行するためにも、会費等は期限内 (4 月末)に納入されますよう是非ご協力をお願いいた

します。 

      


